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皆さん、こんにちは。本日はご多用の中、ご出席いただきま

して、ありがとうございます。それでは、会議に先立ちまして、

委員の交代がございましたので、事務局からご報告をお願いい

たします。 

それでは皆様、改めまして、こんにちは。私、本年４月に、

健幸福祉部の保険担当部長に着任しております、関根でござい

ます。第１回の８月の協議会開催時におきましては、所用によ

り出席できませんでしたので、この場を借りてご挨拶をさせて

いただきます。国民健康保険制度は、国民皆保険制度の基礎と

なる重要な制度でございまして、当市におきましては、財政健

全化計画を策定して、平成３０年度から、赤字補填繰入の解消

に努めてきたところであります。結果として、令和５年度の決

算におきまして、初めて赤字繰入の解消がされたところです。

この間、皆様にご理解とご協力をいただいたところが誠に大き

かったと思っております。この場を借りて感謝を申し上げま

す。また、今後につきましても、職員一同、より良い国保運営

を目指し、一層努力していきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

それでは、ただ今、会長よりお話がありました委員の交代に

つきまして、私からご報告を申し上げます。皆様のお手元には、

当協議会の委員名簿をお配りしておりますので、併せてご覧く

ださい。第１回の協議会開催時にご報告いたしました、令和７

年６月３０日付で、委員を辞任された被用者保険等保険者代表

の古川浩二委員の後任についてでございます。後任につきまし

ては、中村正経委員にお願いし、令和７年８月２２日付で、就

任をご承諾いただいております。任期につきましては、前任者
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の残任期間となります、令和９年３月３１日まででございま

す。 

続きまして、委嘱状の交付をさせていただきたいと思いま

す。本来であれば、市長より、委嘱状の交付を行うところでご

ざいますが、本日市長は他の公務がございますので、私のほう

から委嘱状を交付させていただきます。 

（委嘱状の交付） 

ここでご就任いただきました中村委員より、ひと言ご挨拶を

お願いいたします。 

（委員より挨拶） 

中村委員、ありがとうございました。就任された委員のご紹

介につきましては、以上となります。会長、よろしくお願いい

たします。 

 承知しました。まず、運営協議会の議事に入ります前に、事

務局から本日の出欠状況及び報告をお願いします。 

 本日の出席委員についてでございますが、委員総数１７名

中、出席委員は１３名でございます。東大和市国民健康保険運

営協議会規則第７条の規定に基づき、委員定数の２分の１以上

の出席があり、各区分から１名以上の出席がありますことか

ら、会議は成立しております。以上でございます。 

 ありがとうございました。次に、議事録署名人の指名をさせ

ていただきます。 

（議事録署名人の指名） 

それでは、お手元にお配りしております次第に基づいて、会

議を進めさせていただきます。 

 初めに「日程第１ 令和６年度東大和市国民健康保険事業特
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別会計決算について」でございます。それでは、説明をお願い

します。 

「日程第１ 令和６年度東大和市国民健康保険事業特別会

計決算について」、ご報告を申し上げます。初めに、歳入決算

の内容についてでございます。歳入につきましては、表の中ほ

どの令和６年度収入済額「Ｃ」の欄と、一番右側の令和６年度

と令和５年度の収入済額の差額「Ｃ－Ｄ」の欄を中心に、各款

ごとにご説明を申し上げます。 

 第１款、国民健康保険税は、収入済額が１８億３，４８４万

９，０９８円となっております。令和５年度に比べて、２４５

万１，４６２円の増となってございます。こちらは、主に収納

率の向上によりまして、歳入の増となっております。ここで資

料の順番が前後しますが、次のページの収納率の表をご覧いた

だきたいと思います。収納率につきましては、令和６年度の現

年課税分は９７．０％でした。令和５年度に比べて、０．１ポ

イントの増です。同じく令和５年度の滞納繰越分につきまして

は、４８．５％で、令和５年度に比べて、１５．５ポイントの

大幅な増となっております。合計では、９４．６％となりまし

て、令和５年度に比べて、１．２ポイントの増でございます。

この９４．６％という数字ですが、これは２６市中第３位の成

績ということで、納税課から報告を受けております。１ページ

の歳入の表にお戻りください。 

 第２款、使用料及び手数料は、ございませんでした。 

 第３款、国庫支出金は、収入済額が５２９万５，０００円で、

令和５年度に比べて、４９９万６，０００円の増でした。主な

内容としましては、マイナ保険証を健康保険証として利用する
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ことを基本とする仕組への移行に伴い、関連する電算システム

の修正委託料等に対する社会保障・税番号制度のシステム整備

費等補助金の歳入がございました。 

第４款、都支出金は、収入済額５５億２，８８７万９，１３

１円で、前年度に比べて、４，１９８万４，２９９円の増とな

っております。令和５年度と比較しまして増となっております

が、主な要因としましては、令和６年度の医療給付費が関連し

ております。市が支出する医療給付費は、東京都から全額、交

付金が交付されることになっておりますが、高額療養費が増に

なり、保険給付費が増加しましたことから、これに伴って交付

金の歳入も、増となったものであります。 

 第６款、繰入金は、収入済額が９億８６０万９，６９２円で、

令和５年度に比べて、８，６２０万２，７６０円の減でござい

ます。繰入金の減の要因といたしましては、国民健康保険事業

運営基金からの繰入金の減少によるものであります。 

 委員の皆様のご理解、ご協力の下、一般会計からの赤字補填

のための繰入金は、令和５年度に続き、令和６年度におきまし

ても、発生しておりません。 

 第７款、繰越金は、収入済額が２億３，３４５万７，１１１

円で、令和５年度に比べて、７，８９０万５，１２５円の減で

ございます。令和５年度の決算の精算による剰余金でありま

す。 

 第８款、諸収入は、収入済額８６５万３，５２０円で、令和

５年度に比べて、１，２３１万１，８１７円の減でございます。

こちらは国民健康保険税の延滞金等の減であります。 

 以上といたしまして、歳入合計は、収入済額８５億１，９９
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１万１，８３９円で、令和５年度に比べて、１億２，７８２万

７，７１３円の減となっております。 

 続きまして、資料を１枚おめくりいただきまして、中段の「歳

出決算の内容」をご覧ください。 

 歳出につきましては、令和６年度支出額「Ｂ」の欄を、各款

ごとにご説明申し上げます。 

 第１款、総務費は、支出済額１億３，８９０万９，９７２円

であります。内容といたしましては、職員の人件費、窓口業務

等の委託料、レセプトの点検等委託料、また、納税通知書の郵

送料、国民健康保険の事務執行に係る経費であります。令和６

年度といたしましては、マイナ保険証に関わるシステム改修、

その郵送費などが入ってきた部分でございます。 

 第２款、保険給付費は、支出済額５２億９，８１５万３，０

９５円であります。こちらの内容は、医療給付費及び出産育児

一時金、並びに葬祭費等を内容とするもので、歳入でもご説明

いたしましたが、令和５年度と比べて、高額療養費が増額した

ことにより、６，２１８万６，２９８円の増となっております。 

 第３款、国民健康保険事業費納付金は、２５億４，９１６万

６，３４３円であります。国民健康保険の広域化により、財政

運営の責任主体となった東京都への納付金であります。 

 第４款、保健事業費は、支出済額１億８８万２，５９３円で

あります。レセプトデータを活用した保健事業の経費、特定健

康診査、特定保健指導を実施するための経費及び東大和市民体

育館との連携事業に係る経費等であります。 

 第５款、諸支出金は、支出済額２億２，２１５万４，７８９

円であります。令和５年度決算の精算による東京都などへの返
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還金、被保険者資格喪失に伴う国民健康保険税の還付金等、一

般会計への繰出金であります。 

 第６款、予備費の支出はありませんでした。 

 以上のようにいたしまして、歳出の合計は、支出済額８３億

９２６万６，７９２円で、令和５年度に比べて、１億５０１万

５，６４９円の減となっております。 

 最後に、一番下の表の「決算額」をご覧ください。ただいま

ご説明申し上げました、歳入総額と歳出総額によりまして、歳

入歳出差引額は、２億１，０６４万５，０４７円で、実質収支

額も２億１，０６４万５，０４７円でございました。 

 なお、日程第１の令和６年度決算につきましては、令和７年

９月の議会に上程し、承認をいただいております。 

 続きまして、３枚目の「国民健康保険・都内市町村における

赤字の状況」という資料をご覧ください。本日は決算のご報告

と併せまして、赤字の状況について、改めて、確認させていた

だきます。こちらは東京都のホームページに掲載の最新の情報

で、令和４年度の状況となっております。 

 下の表の棒グラフをご覧いただきたいと思います。 

 こちらは、都内の国民健康保険の被保険者１人当たりの赤字

を補填するために、一般会計から繰入している金額を示したグ

ラフです。目黒区から右の４団体、これが、赤字ゼロの状況と

なってございます。東大和市は令和４年度当時、赤字が少しあ

りましたので、右から７番目に位置しますが、現在はこの４団

体の中に入っている状況です。東大和市は平成３０年度から国

保財政健全化計画を策定しまして、委員の皆様のご協力の下、

解消の取組を進めてまいりました。平成３０年度当時は、約５
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億８，０００万円の赤字があり、当時の被保険者１人当たりに

しますと、約３万５００円でした。こちらの表で示しますと、

左側が最も赤字がある市ですが、そこから１５番、１６番位に

位置しておりました。その後、６年連続で国保税の改正を行う

とともに、収納率の向上も図った効果として、インセンティブ

の補助金も多く得られるようになり、今現在、赤字を解消して

いる状況です。こちらは、皆様のご協力のもとの大きな成果と

捉えておりますので、この場を借りて、改めて感謝申し上げま

す。また、令和８年度は、子ども・子育て支援納付金が追加と

なりますが、引き続きご協力をお願いいたします。日程第１の

報告は以上でございます。 

 説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

 国民健康保険税の収納率が５年度に比べて、大幅に上がった

という話ですが、これは５年度に比べて特別なことをしたと

か、何か要因があるのでしょうか。 

 財産調査や給与の差し押さえなど、納税課がかなり努力して

おり、その結果が、収納率に繋がったと考えられます。 

 わかりました。ありがとうございます。 

他のご意見はよろしいですか。よろしければ、「日程第１ 令

和６年度東大和市国民健康保険事業特別会計決算について」を

終了とさせていただきます。 

 引き続きまして、「日程第２ 令和７年度東大和市国民健康

保険事業特別会計補正予算（第１号）について」でございます。

説明をお願いします。  

 続きまして「日程第２ 令和７年度東大和市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）」につきまして、ご報告を申し
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上げます。日程第２と記載のある資料をご覧ください。 

 まず、全体の補正額でございます。表の一番下の歳入合計欄

及び歳出合計欄の補正額でございますが、歳入歳出それぞれ、

２億１，４１２万５千円の増額となってございます。 

 初めに、左側の表の歳入についてご説明させていただきま

す。 

第３款、国庫支出金は、３５７万９千円の増額です。子ども・

子育て支援事業費補助金を計上しております。令和８年度から

国民健康保険税に新たな課税区分として、子ども・子育て支援

納付金分が追加されます。そのための、関連するシステムの修

正委託料等について、国費の財政支援が見込まれたため、増額

するものであります。 

 第６款、繰入金は、子ども・子育ての支援事業費補助金の交

付が見込まれることから、財源の組替として減額の補正をする

ものであります。 

 第７款、繰越金は、令和６年度の決算に伴い、剰余金が確定

いたしましたことから、前年度予算の繰越金として、２億１，

０６４万４千円を増額し、補正後の額を２億１，０６４万５千

円としたものであります。 

 以上のようにしまして、歳入の補正額としましては、２億１，

４１２万５千円を増額したものでございます。 

 次に、右側の表の歳出について、ご説明いたします。 

 第１款、総務費は、３１０万９千円の増額で、主に、子ども・

子育て支援金の制度導入に伴うシステム修正委託料等の増額

です。 

 第５款、諸支出金は、令和６年度の決算の精算といたしまし
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て、２億１，１０１万６千円を増額したものであります。内訳

としましては、令和６年度に交付された交付金の精算に伴う返

還で７，９５２万８千円です。また、一般会計への繰出し分と

しましては、３，９２６万２千円、東大和市国民健康保険事業

運営基金費へ積み立てる分といたしましては、９，２２２万６

千円となっております。 

 以上のようにいたしまして、歳出の補正額は、２億１，４１

２万５千円を増額したものであります。補正後の歳入歳出のそ

れぞれの予算総額については、８５億４,３５８万２千円とな

りました。日程第２の第１号補正予算につきましても、令和７

年９月の議会に上程して、承認をいただいております。説明は

以上です。 

 ただいま説明が終わりましたので、何か質問がございます

か。よろしければ「日程第２ 令和７年度東大和市国民健康保

険事業特別会計補正予算（第１号）について」を終了とさせて

いただきます。 

 引き続きまして、「日程第３ その他」について、事務局か

ら説明をお願いします。 

 「日程第３ その他」について、２点ご報告を申し上げます。

こちらの方は、資料はございませんので、口頭でお聞きいただ

けたらと思います。 

 まず、１点目についてです。今月末頃になると考えておりま

すが、東京都から仮の係数に基づく、令和８年度の国民健康保

険事業費納付金と標準保険料率が示されます。子ども・子育て

支援納付金に係る東京都の方針等も示される予定であります。

まだ、本日の会議では、ご提供できる資料はありませんが、東
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尾崎会長 

京都から情報が入りましたら、皆様にお送りいたしますので、

ご確認いただき、情報共有を図らせていただきたいと思いま

す。 

 ２点目といたしましては、今後の東大和市国民健康保険運営

協議会の開催の日程についてでございます。来年の１月中旬

に、東京都から確定の係数に基づく納付金と、標準保険料率が

示されます。子ども・子育て支援納付金の課税区分が新設され

ることから、１月中旬以降に、東大和市国民健康保険税の税率

等の改定についての諮問及び答申を行いたいと考えてござい

ます。会議の詳細につきましては、改めて皆様にお知らせいた

します。私からは以上です。 

 説明が終わりました。その他何かございますか。他にご意見

がなければ、これをもちまして日程のすべてを終了とさせてい

ただきます。本日はありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


